
貿易一般保険運用規程・新旧対照表 
 

新 旧 備考 

貿易一般保険運用規程 

平成 13 年４月１日 01-制度-00034 
沿革      （略） 

 平成22年３月29日 一部改正 

 

第１章 一般的事項（第１条－第５３条） 
第１節 定義等（第１条－第１３条） 
第２節 引受基準等（第１４条－第２７条） 
第３節 個別保証枠（第２８条－第３３条） 
第４節 保険料率算定等（第３４条、第３５条） 
第５節 保険の申込(第３６条－第３９条) 
第６節 保険料（第４０条、第４１条） 
第７節 確定通知（第４２条－第４５条） 
第８節 保険金の支払等（第４６条－第５３条の２） 

 第２章  貿易一般保険包括保険（企業総合）関係（第５４条－第６６

条） 
 第３章 貿易一般保険包括保険（技術提供契約等）関係（第６７条） 
 第４章 貿易一般保険（個別）関係（第６８条） 
 第５章  雑則（第６９条） 
 

（定義） 

第１条  第一号～第十九号 （略） 
 
二十 「ストックセールス」とは、本邦輸出者が本邦外に移送した

貨物を、当該移送先において自己の名義で保管し、当該貨物の

販売契約を移送先の買手と締結して行う取引をいう。 

 

第２条～第21条 （略） 

 

（ストックセールスにおける貿易一般保険の取扱い） 

第２２条 ストックセールスに係る輸出契約につき保険契約を 
締結する場合は、次の各号のとおりとする。 

貿易一般保険運用規程 
平成 13 年４月１日 01-制度-00034 
沿革      （略） 

 
 
第１章 一般的事項（第１条－第５０条） 

第１節 定義等（第１条－第１３条） 
第２節 引受基準等（第１４条－第２４条） 
第３節 個別保証枠（第２５条－第３０条） 
第４節 保険料率算定等（第３１条、第３２条） 
第５節 保険の申込(第３３条－第３６条) 
第６節 保険料（第３７条、第３８条） 
第７節 確定通知（第３９条－第４２条） 
第８節 保険金の支払等（第４３条－第５０条の２） 

第２章  貿易一般保険包括保険（企業総合）関係（第５１条

－第６３条） 
第３章 貿易一般保険包括保険（技術提供契約等）関係（第

６４条） 
第４章 貿易一般保険（個別）関係（第６５条） 
第５章  雑則（第６６条） 
 
（定義） 
第１条  第一号～第十九号 （略） 
 

 

 

 

第２条～第 21条 （略） 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



貿易一般保険運用規程・新旧対照表 
一  ストックセールスに該当する貨物が本邦より移送され販売

先企業の所在国に在庫された後に販売契約が成立し、バイヤー

が確定した日を輸出契約締結日とみなす。 

二 前号に該当する場合は、貨物が本邦より船積みされた時点を

輸出貨物の輸出時点とし、貨物が保管されている国内で販売す

る販売契約については「輸出契約」とみなす。 

三 約款第３条第１号、第３号及び第４号のてん補危険につ 

いては保険契約の対象としないものとする。 

（本邦外子会社を経由する取引における貿易一般保険の取扱い） 
第２３条 本邦輸出者等（以下、「親会社」という。）が本邦外に 

所在する子会社との間で輸出契約等を締結し、当該子会社が 

当該輸出契約等に係る輸出貨物又は技術等を他の外国法人 

に販売又は提供する契約を締結した場合であって、当該輸出 

契約等に係る保険契約につき当該外国法人及びその所在国 

において生じた事由をてん補事由とする場合においては、対 

象となる親会社及び子会社は会社法（平成十七年七月二十六 

日法律第八十六号 ）に規定する親会社及び子会社とする。 

（本邦法人の外国支店が締結する契約における貿易一般保険の取扱

い） 

第２４条 本邦に本店を有する法人（以下「本邦本店」という。） 

の外国支店が名義人となって他の外国法人と輸出貨物等に 

係る販売契約又は技術等の提供に係る契約（以下「販売契約 

等」という。）を締結する場合であって、当該販売契約等を 

輸出契約等として本邦本店が保険契約を締結する場合、対象 

となる外国支店とは本邦本店が支店、支社、営業所、出張所 

及び駐在員事務所等名称を問わず外国において当該法人の 

機能の一部を与えたものとする。ただし、海外現地法人等法 

人格を別にするものを除く。 

 

（外貨建対応特約の対象要件） 
第２５条 貿易一般保険（外貨建対応方式）特約書（以下「外貨建

特約書」という。）の対象となる保険契約は、貿易一般保険包括保

険（鋼材）特約書又は貿易一般保険包括保険（化学品）特約書に

基づき締結されるもの以外のものとする。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
（外貨建対応特約の対象要件） 
第２２条 貿易一般保険（外貨建対応方式）特約書（以

下「外貨建特約書」という。）の対象となる保険契約は、

貿易一般保険包括保険（鋼材）特約書又は貿易一般保

険包括保険（化学品）特約書に基づき締結されるもの

以外のものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



貿易一般保険運用規程・新旧対照表 
２ 外貨建特約書の対象となる外貨は、アメリカ合衆国ドル又はユ

ーロとする。 
（一の輸出契約又は仲介貿易契約が二以上の包括保険の対象となる

場合の取扱い） 
第２６条 貿易一般保険包括保険（企業総合）特約書（以下この条及

び第３６条において「企業総合包括特約書」という。）の締結者

については、当該企業総合包括特約書の附帯別表第１に記載され

た貨物又は附帯別表第１に記載された部門が扱う貨物に係る輸

出契約又は仲介貿易契約（技術提供特約書の対象となるもの及び

賃貸料に係るものを除く。以下この条及び次条において同じ。）

は、他の包括保険の対象としない。ただし、貿易一般保険包括保

険（企業総合）の引受基準について（平成１３年４月１日 01-
制度-00073）「別紙１ ２年未満案件の解釈等」に適合する２年

未満案件に限る。 

２ 保険契約は、輸出契約又は仲介貿易契約ごとに一の保険契約の

締結を原則とするが、一の輸出契約又は仲介貿易契約に基づく輸

出貨物等（第６１条第２号に該当する場合の非対象貨物を含む。

以下この項及び次項において同じ。）の中に二以上の包括特約書

（企業総合包括特約書を除く。以下この条において同じ。）の対象

貨物が含まれている場合（二以上の包括特約書間において対象貨

物が競合する場合を除く）は、商品別にそれぞれ該当する包括特

約書の対象として取り扱うこととし、該当する包括特約書の対象

となる部分に分割して保険契約を締結することとする。 
 
 

第３項～第５項 （略） 

以下、条ずれ（第 26 条の２～第 28 条 ） （略） 
 
（個別保証枠の確認等） 
第２９条 日本貿易保険は、前条又は次条の規定による申請があっ

た場合は、当該申請に係る金額が、保証枠残高の範囲内である場

合は確認する旨を、又は保証枠残高を超える場合は確認できない

旨を別紙様式第３「個別保証枠確認証」（以下「確認証」という。）

により申請者に通知するものとする。 
 

２ 外貨建特約書の対象となる外貨は、アメリカ合衆国

ドル又はユーロとする。 
（一の輸出契約又は仲介貿易契約が二以上の包括保険の

対象となる場合の取扱い） 
第２３条 貿易一般保険包括保険（企業総合）特約書（以

下この条及び第３３条において「企業総合包括特約書」

という。）の締結者については、当該企業総合包括特約

書の附帯別表第１に記載された貨物又は附帯別表第１

に記載された部門が扱う貨物に係る輸出契約又は仲介

貿易契約（技術提供特約書の対象となるもの及び賃貸

料に係るものを除く。以下この条及び次条において同

じ。）は、他の包括保険の対象としない。 

 

 

２ 保険契約は、輸出契約又は仲介貿易契約ごとに一の

保険契約の締結を原則とするが、一の輸出契約又は仲

介貿易契約に基づく輸出貨物等（第５８条第２号に該

当する場合の非対象貨物を含む。以下この項及び次項

において同じ。）の中に二以上の包括特約書（企業総合

包括特約書を除く。以下この条において同じ。）の対象

貨物が含まれている場合（二以上の包括特約書間にお

いて対象貨物が競合する場合を除く）は、商品別にそ

れぞれ該当する包括特約書の対象として取り扱うこと

とし、該当する包括特約書の対象となる部分に分割し

て保険契約を締結することとする。 

第３項～第５項 （略） 

第 23 条の２～第 25 条  
 
（個別保証枠の確認等） 
第２６条 日本貿易保険は、前条又は次条の規定による申

請があった場合は、当該申請に係る金額が、保証枠残

高の範囲内である場合は確認する旨を、又は保証枠残

高を超える場合は確認できない旨を別紙様式第３「個

別保証枠確認証」（以下「確認証」という。）により申

請者に通知するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



貿易一般保険運用規程・新旧対照表 
２ 前項の確認の有効期間は、当該確認をした日から３月とする。

ただし、保険契約締結の前に当該確認に係る支払人がＥ格以外

（設備財等包括特約書については名簿上ＥＭ格又はＥＦ格以外。

第３２条及び第３３条において同じ。）に格付されたとき又は名

簿から削除されたときは、その日以降当該確認は無効とする。な

お、有効期間の延長は行わないものとする。 
 
（確認金額の許容範囲） 
第３０条 輸出契約等の金額が前条第１項の確認証を取得した後、

当該確認証に係る輸出契約等の額（以下「確認金額」という。）

を超えた場合は、次の各号により確認証を取得しなければならな

い。ただし、当該増加金額が確認金額の 100 分の５未満の場合は、

この限りではない。なお、確認申請手続については、第２８条第１

項の規定を準用するものとする。 
 

一 保険契約の申込の前に、輸出契約等の金額が増加した場合

は、改めて当該増加金額を含めた額の確認証を取得するものと

する。 
二 保険契約の申込の後に、輸出契約等の金額が増加した場合

は、当該増加金額について確認証を取得するものとする。 
 

（確認証の訂正等） 
第３１条 第２９条第１項の規定により申請者に通知した確認証の誤

記等による記載内容の訂正又は変更の取扱いについては、次の各

号とする。 
一 確認証の記載内容のうち「支払人」の社名若しくは名称又

は住所に訂正又は変更があったときは、当該保険契約の申込

日までに、確認証の原本及びその事実を証明する書類並びに

別紙様式第４「個別保証枠確認証の内容訂正変更通知書」（以

下「内容訂正変更通知書」という。）を日本貿易保険に提出

するものとする。 
二 確認証の支払人を変更したときは、当該確認証は無効とす

る。この場合にあっては、速やかに別紙様式第５「貿易一般保

険(決済／枠戻)通知書」（以下「決済等通知書」という。）を日

本貿易保険に提出するものとする。 

２ 前項の確認の有効期間は、当該確認をした日から３

月とする。ただし、保険契約締結の前に当該確認に係

る支払人がＥ格以外（設備財等包括特約書については

名簿上ＥＭ格又はＥＦ格以外。第２９条及び第３０条

において同じ。）に格付されたとき又は名簿から削除さ

れたときは、その日以降当該確認は無効とする。なお、

有効期間の延長は行わないものとする。 
（確認金額の許容範囲） 
第２７条 輸出契約等の金額が前条第１項の確認証を取

得した後、当該確認証に係る輸出契約等の額（以下「確

認金額」という。）を超えた場合は、次の各号により確

認証を取得しなければならない。ただし、当該増加金

額が確認金額の 100 分の５未満の場合は、この限りで

はない。なお、確認申請手続については、第２５条第１

項の規定を準用するものとする。 
一 保険契約の申込の前に、輸出契約等の金額が増加

した場合は、改めて当該増加金額を含めた額の確認

証を取得するものとする。 
二 保険契約の申込の後に、輸出契約等の金額が増加

した場合は、当該増加金額について確認証を取得す

るものとする。 
（確認証の訂正等） 
第２８条 第２６条第１項の規定により申請者に通知した

確認証の誤記等による記載内容の訂正又は変更の取扱

いについては、次の各号とする。 
一 確認証の記載内容のうち「支払人」の社名若し

くは名称又は住所に訂正又は変更があったとき

は、当該保険契約の申込日までに、確認証の原本

及びその事実を証明する書類並びに別紙様式第４

「個別保証枠確認証の内容訂正変更通知書」（以下

「内容訂正変更通知書」という。）を日本貿易保険

に提出するものとする。 
二 確認証の支払人を変更したときは、当該確認証は

無効とする。この場合にあっては、速やかに別紙様

式第５「貿易一般保険(決済／枠戻)通知書」（以下「決

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



貿易一般保険運用規程・新旧対照表 
三 確認証の記載内容のうち「船積(予定)日」の変更又は確認証

の契約金額の表示通貨の変更（確認金額の範囲内の変更に限

る。）については、内容訂正変更通知書の提出は要しないもの

とする。 
 
 

（決済等通知書の提出等） 
第３２条 第２９条第１項の規定による確認証を取得して保険契約を

締結した者又は保険契約の申込時に保証枠残高の範囲内である

旨日本貿易保険による確認を受けて保険契約を締結した者（設備

財等包括特約書については被保険者）は、当該輸出契約等の金額

の全部若しくは一部が決済されたとき又は当該輸出契約等の支

払人に変更があったときは、その事実を知った日から起算し、５

営業日以内に決済等通知書を日本貿易保険に提出しなければな

らない。ただし、当該輸出契約等の相手方がＥ格以外に格付され

た場合は、この限りでない。 
 

（確認証の返却） 
第３３条 第２９条第１項の規定により確認を受けた者は、確認金額

について保険契約を締結しなかったときは、有効期限前にあって

は速やかに、有効期間終了後にあってはその有効期間が終了した

日から、５営業日以内に、決済等通知書に当該理由を記載した書

面及び交付された確認証（第３０条第１号に規定する確認証を取

得できなかった場合における増加する前の輸出契約等の金額に

ついて取得した確認証を含む。）を添付し、日本貿易保険に提出

しなければならない。ただし、確認金額の 100 分の５未満の額に

ついて保険契約を締結しなかった場合又は確認に係る支払人が

Ｅ格以外に格付された場合は、当該通知書の提出は要しないもの

とする。 
 

 
以下、条ずれ（第 34 条～第 38 条） （略） 
（包括保険の保険申込みの遅滞等の取扱い） 
第３９条 包括特約書に規定する保険の申込みの遅滞の起算日は、

済等通知書」という。）を日本貿易保険に提出するも

のとする。 
三 確認証の記載内容のうち「船積(予定)日」の変更

又は確認証の契約金額の表示通貨の変更（確認金額

の範囲内の変更に限る。）については、内容訂正変更

通知書の提出は要しないものとする。 
（決済等通知書の提出等） 
第２９条 第２６条第１項の規定による確認証を取得して

保険契約を締結した者又は保険契約の申込時に保証枠

残高の範囲内である旨日本貿易保険による確認を受け

て保険契約を締結した者（設備財等包括特約書につい

ては被保険者）は、当該輸出契約等の金額の全部若し

くは一部が決済されたとき又は当該輸出契約等の支払

人に変更があったときは、その事実を知った日から起

算し、５営業日以内に決済等通知書を日本貿易保険に

提出しなければならない。ただし、当該輸出契約等の

相手方がＥ格以外に格付された場合は、この限りでな

い。 
（確認証の返却） 
第３０条 第２６条第１項の規定により確認を受けた者

は、確認金額について保険契約を締結しなかったとき

は、有効期限前にあっては速やかに、有効期間終了後

にあってはその有効期間が終了した日から、５営業日

以内に、決済等通知書に当該理由を記載した書面及び

交付された確認証（第２７条第１号に規定する確認証を

取得できなかった場合における増加する前の輸出契約

等の金額について取得した確認証を含む。）を添付し、

日本貿易保険に提出しなければならない。ただし、確

認金額の 100 分の５未満の額について保険契約を締結

しなかった場合又は確認に係る支払人がＥ格以外に格

付された場合は、当該通知書の提出は要しないものと

する。 
第 31 条～第 35 条 
（包括保険の保険申込みの遅滞等の取扱い） 
第３６条 包括特約書に規定する保険の申込みの遅滞の

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



貿易一般保険運用規程・新旧対照表 
下表に掲げる日とする。 

輸出契約等の内容 申込遅滞の起算日 

「外国為替及び外国貿易法」（昭和24年法

律第228号。以下「外為法」という。）

第48条第１項の許可又は輸出貿易管理

令第２条第１項第１号の承認を必要と

するもの（同令別表第１の１の項から1

5の項までの貨物及び同令別表第２の貨

物） 

契約締結日（発効条件

が付されている輸出

契約等にあっては、当

該契約の発効日。以下

この表において同じ。

） 
外為法第48条第１項の許

可又は輸出貿易管理令第

４条第１項第３号ロ及び

第4号ロの許可を必要と

するもの（同令別表第１

の16の項の貨物及び保険

申込時までに客観要件並

びにインフォーム要件に

該当する貨物） 

客観要件に

該当する貨

物に係るも

の 

インフォー

ム要件に該

当する貨物

に係るもの 

契約締結日又は輸出

許可取得日のいずれ

か遅い日 

 
上記外為法に係る許可又は承認が必

要ないもの 

 

契約締結日 

 
以下、条ずれ（第 39 条 2 項～第 43 条） （略） 
 
（決済期限等確定時における保険料の精算） 
第４４条 確定通知書を提出する輸出契約等にあっては、当該通知書

の提出時に当該確定した決済金額等及び決済期限等に基づき第４

０条に規定する保険料の精算を行う。 
 
以下、条ずれ（第 45 条～第 55 条） （略） 
 
（特約書の対象となる輸出契約等の選択） 

第５６条 特約書締結者（日本貿易保険と特約書を締結しようとし

ている者を含む。第５９条において同じ。）は、次の各号に該当す

起算日は、下表に掲げる日とする。 
輸出契約等の内容 申込遅滞の起算日 

「外国為替及び外国貿易法」（昭和24年法

律第228号。以下「外為法」という。）

第48条第１項の許可又は輸出貿易管理

令第２条第１項第１号の承認を必要と

するもの（同令別表第１の１の項から1

5の項までの貨物及び同令別表第２の貨

物） 

契約締結日（発効条件

が付されている輸出

契約等にあっては、当

該契約の発効日。以下

この表において同じ。

） 
外為法第48条第１項の許

可又は輸出貿易管理令第

４条第１項第３号のイ並

びにロの許可を必要とす

るもの（同令別表第１の1

6の項の貨物及び保険申

込時までに客観要件並び

にインフォーム要件に該

当する貨物） 

客観要件に

該当する貨

物に係るも

の 

インフォー

ム要件に該

当する貨物

に係るもの 

契約締結日又は輸出

許可取得日のいずれ

か遅い日 

 
上記外為法に係る許可又は承認が必

要ないもの 

 

契約締結日 

 
第 36 条 2 項～第 40 条 （略） 
 
（決済期限等確定時における保険料の精算） 
第４１条 確定通知書を提出する輸出契約等にあっては、当

該通知書の提出時に当該確定した決済金額等及び決済期

限等に基づき第３７条に規定する保険料の精算を行う。 
 
第 42 条～第 52 条 （略） 
 
（特約書の対象となる輸出契約等の選択） 

第５３条 特約書締結者（日本貿易保険と特約書を締結

しようとしている者を含む。第５６条において同じ。）
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る輸出契約又は仲介貿易契約及びてん補危険については、特約書

の対象とするか否かを選択できる。 
一 法第２条第１２項に規定する仲介貿易契約 
二 法第２条第１項に規定する輸出契約のうち、特約書締結者の

海外支店等が締結した特約書締結者の輸出貨物の再販売契約 
三 輸出契約又は仲介貿易契約を締結した日から、締結した日の

属する月の翌月の末日 
までの間のいずれかの時点において、輸出契約又は仲介貿易契

約の相手方（輸出契約 
又は仲介貿易契約の締結の相手方と当該輸出契約又は仲介貿易

契約に係る代金の支払 
人が異なる場合には、いずれかのもの）が特約書第３条第４項

各号のいずれかに該当 
する輸出契約又は仲介貿易契約（保険の申込みの後に該当する

こととなった場合を除 
く。）の一部又は全部 

四 約款第３条第３号に規定するてん補危険 
 
 

（部門単位による特約書対象契約の選択等） 

第５７条 第５５条の規定による設定及び前条の規定による選択

は、特約書の対象とすることを予定している貨物に係る輸出契約

等に基づく輸出等の実績額（既に特約書を締結している者にあっ

ては保険価額の年間合計額）が特約書の締結予定日（既に特約書

を締結している者にあっては更新日）の１７月前からの１年間で

１００億円以上の特約書締結者にあっては、部門ごとにすること

ができる。 
 
 
以下、条ずれ（第 58 条～第 64 条）  （略） 

（再販売契約を保険契約の対象とする場合の取扱い） 
第６５条 第 1 項～第 4 項 （略） 
５ 第３項及び第４項の規定にかかわらず、第５６条第３号に該当

するものを特約書の対象としないことを選択した場合であって、

は、次の各号に該当する輸出契約又は仲介貿易契約及

びてん補危険については、特約書の対象とするか否か

を選択できる。 
一 法第２条第１２項に規定する仲介貿易契約 
二 法第２条第１項に規定する輸出契約のうち、特約

書締結者の海外支店等が締結した特約書締結者の輸

出貨物の再販売契約 
三 輸出契約又は仲介貿易契約を締結した日から、締

結した日の属する月の翌月の末日 
までの間のいずれかの時点において、輸出契約又は

仲介貿易契約の相手方（輸出契約 
又は仲介貿易契約の締結の相手方と当該輸出契約又

は仲介貿易契約に係る代金の支払 
人が異なる場合には、いずれかのもの）が特約書第

３条第４項各号のいずれかに該当 
する輸出契約又は仲介貿易契約（保険の申込みの後

に該当することとなった場合を除 
く。）の一部又は全部 

四 約款第３条第３号に規定するてん補危険 
（部門単位による特約書対象契約の選択等） 

第５４条 第５２条の規定による設定及び前条の規定に

よる選択は、特約書の対象とすることを予定している

貨物に係る輸出契約等に基づく輸出等の実績額（既に

特約書を締結している者にあっては保険価額の年間合

計額）が特約書の締結予定日（既に特約書を締結して

いる者にあっては更新日）の１７月前からの１年間で

１００億円以上の特約書締結者にあっては、部門ごと

にすることができる。 

第 55 条～第 61 条 （略） 

（再販売契約を保険契約の対象とする場合の取扱い） 
第６２条 第 1 項～第 4 項 （略） 
５ 第３項及び第４項の規定にかかわらず、第５３条第

３号に該当するものを特約書の対象としないことを選

択した場合であって、本店と海外支店等との輸出契約



貿易一般保険運用規程・新旧対照表 
本店と海外支店等との輸出契約が特約書の対象とならない場合

については、本店と海外支店等との輸出契約の締結日の属する月

の翌月末までに海外支店等と再販売先との契約が未締結の場合

は、本店と海外支店等との輸出契約とみなし、保険の申込を要し

ない。 
 
以下、条ずれ（第 66 条～第 69 条）  （略） 

附 則 
この改正は、平成 22 年４月１日から実施する。 
 
別表１（第３４条関係）  （以下、略） 
別表２（第５９条関係）   
（以下、表略） 
（注）＊１：特約期間中において輸出契約等の相手方の格付が事故管理区分Ｂ

に変更された場合は、保険の申込を要しない 
＊２：第５９条第４項各号のいずれかに該当する輸出契約等の相手方に

あっては、支払限度額を設定することを選択した場合を除き支払限

度額を設定せず、信用事由による代金回収不能のてん補率を５０％

とする。 
＊３：輸出契約等の相手方の格付が変更される前において、信用事由に

よる代金回収不能のてん補率が５０％とされていた場合は、当該輸

出契約等の相手方の格付が変更された後においても同様の取扱い

とする。 
 
別紙様式１～２ （略） 
 
別紙様式第３ 
 

個別保証枠確認証 (貿易一般保険) 
   申請日 
   申請者 
   輸出契約等の番号                      輸出契約等の締結日 
                    申請内容は、次のとおりです。 
   申請事由 
   支払国 

が特約書の対象とならない場合については、本店と海

外支店等との輸出契約の締結日の属する月の翌月末ま

でに海外支店等と再販売先との契約が未締結の場合

は、本店と海外支店等との輸出契約とみなし、保険の

申込を要しない。 

第 63 条～第 66 条 （略） 
 
 
 

別表１ （第３１条関係） （以下、略） 
別表２ （第５６条関係）  
（以下、表略） 
（注）＊１：特約期間中において輸出契約等の相手方の格付が事故

管理区分Ｂに変更された場合は、保険の申込を要しな

い 
＊２：第５６条第４項各号のいずれかに該当する輸出契約

等の相手方にあっては、支払限度額を設定することを

選択した場合を除き支払限度額を設定せず、信用事由

による代金回収不能のてん補率を５０％とする。 
＊３：輸出契約等の相手方の格付が変更される前において、

信用事由による代金回収不能のてん補率が５０％とさ

れていた場合は、当該輸出契約等の相手方の格付が変

更された後においても同様の取扱いとする。 

別紙様式１～２ （略） 
 
別紙様式第３ 
 

個別保証枠確認証 (貿易一般保険) 
   申請日 
   申請者 
   輸出契約等の番号                   輸出契約等の締結日 
                    申請内容は、次のとおりです。 
   申請事由 
   支払国 
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   支払人 
   船積予定日                           L/C の有無 
   申請金額条件 
   契約金額                  通貨       換算率 
    
                  上記申請に対して、結果は次のとおりです。 
   この個別保証枠確認申請は、全額確認します。 
                                       
                             確認できません。 
     確認日              確認管理番号 
     受理日              有効期限 
 
（注）この個別保証枠確認証は、有効期限内であっても定期見直しなどにより、

個別保証枠確認に係る支払人が名簿において EE 格、EA 格、EM 格又は EF 格

以外（設備財等包括特約書については名簿上ＥＭ格又はＥＦ格以外。）に格付け

されたとき又は名簿から削除されたときは、その日以降当該確認は無効となり

ます。なお、有効期限の延長は行いません。 
 
 
別紙様式４～５ （略） 

   支払人 
   船積予定日                           L/C の有無 
   申請金額条件 
   契約金額                  通貨       換算率 
    
                  上記申請に対して、結果は次のとおりです。 
   この個別保証枠確認申請は、全額確認します。 
                                       
                             確認できません。 
     確認日              確認管理番号 
     受理日              有効期限 
 
 
 
 
 
 
 
 
別紙様式４～５ （略） 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


